
 

 

 

 

本研修は、主に企業内の個別労働紛争に対応される方に、個別労働紛争の発生を防ぐとともに、

発生してしまった紛争を早期に、円滑かつ適切に解決できる人材を育成することを目的として①

紛争の争点を把握し整理する能力②争点ごとに事実関係を調査し、正確に把握する能力③法令、

判例や就業規則を踏まえ、有効な解決手段を見出す能力などを付与・向上することを目的として

開催するものです。 

 

基礎研修の内容 

 労働法 

オンデマンドにより、労働契約法関係、賃金・労働時間、集団的労使関係など労働法①～⑥に

ついて 6コマ合計 9時間を事前(ライブ配信前の 1 か月程度)に学習していただきます。 

事例研修 

ライブ配信により①労働紛争の解決システム(労働事件の審理の実際と解説)②争点の把握と法

の適用について 4コマ 6時間学習していただきます。講師は、ベテラン弁護士です。 

定員・受講料 

 定員は 1回当り 60人 

 受講料はテキスト・教材一式込みで 27,500 円 

お申込みから受講までの流れ 

 Step1  全基連ホームページ(http://www.zenkiren.com)の「応募ホーム」からお申込みくださ 

い。 

 Step2 受講料 27,500円は、研修開始の 1か月前までに下記口座にお振込みください。 

       三菱 UFJ銀行 神田支店 普通預金 0338084 

           公益社団法人全国労働基準関係団体連合会 

      シャ) ゼンコクロウドウキジュンカンケイダンタイレンゴウカイ 

 Step3  テキスト・教材、動画視聴用 URL、操作マニュアル等をご指定の住所あて送ります。 

 Step4  研修前日までにライブ配信受信用の URLとパスワードを登録されたメールアドレス宛に

送ります。 

 その他 研修で使用するアプリは Vimeoと Zoomです。あらかじめダウンロードするなど受講環

境を整えてください。 

研修スケジュール(令和 3年 7 月から令和 4年 1月まで 13回開催) 

月 開催日 開催日 開催日 

7月 9日(1 回目) 29日「2回目」  

8月 23日(3 回目)   

9月 8日(4 回目)   

10月 2日(5 回目) 8日(6回目) 27日(7回目) 

11月 9日(8 回目) 20日(9回目)  

12月 2日(10 回目) 15日(11回目)  

1月 20日(12 回目) 28日(13回目)  
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